
公共下水道新井地内ほかマンホールポンプ場実施設計業務仕様書 

第１章 総 則 

第１条 適用 

１ この仕様書は、マンホールポンプ場実施設計業務に適用する。 

２ この仕様書の定めにないものについては、土木設計業務共通仕様書及び特記仕様書等 

による。 

３ 設計書、図面及び特記仕様書等に記載された事項は、この仕様書に優先して適用され 

るものとする。 

 

第２条 用語の定義 

この仕様書の用語の定義は、土木設計業務共通仕様書による。 

 

第３条 業務確認 

受託者は、主要業務段階のうち、特記仕様書又はあらかじめ調査員の指示した事項につ

いては、調査員の承諾を得なければ、次の段階の作業を進めてはならない。 

 

第２章 設計一般 

第４条 一般的事項 

１ 受託者は、業務に先立ち委託業務計画書を作成し、調査員に提出すること。 

２ 受託者は、主要な打合せには必ず管理技術者を出席させること。 

３ 受託者は、業務中調査員等と打合せた事項について、委託業務打合せ簿を作成し、調

査員に提出すること。 

 

第５条 設計基準等 

受託者は、設計に当たり、本町の指定する図書及び本仕様書に基づき、設計業務を行う

こと。 

 

第６条 設計上疑義 

受託者は、設計上疑義の生じた時は、調査員と協議すること。 

 

第７条 設計の資料 

受託者は、設計の計算根拠、資料等はすべて明確にし、整理して調査員に提出するこ

と。 

 



第８条 参考資料の貸与 

受託者は、設計業務に必要な公共下水道計画図、土地調査書、測量成果書等の資料を所

定の手続きによって貸与するものとする。 

 

第９条 参考文献等の明記 

受託者は、設計業務に文献、その他の資料を引用した場合は、その文献、資料名を明記

すること。 

 

第10条 現地調査 

受託者は、現地を踏査し、本町の公共下水道計画図、土地調査書、測量成果書等に基づ

き、下記事項について、確認すること。 

１ 地形、その他 

用地境界、周囲の状況、地盤高、排水の状況、連絡道路、水道、ガス、電気の経路等 

２ 地質 

地質調査資料と現地との関係 

３ 関連管渠の位置、形状、管底高 

４ 吐口の予定位置 

５ 放流先の状況 

６ その他設計に必要な事項 

 

第３章 実施設計（詳細設計） 

第11条 実施設計（詳細設計）の内容 

受託者は、次の事項を検討又は確認並びに詳細設計図書の作成を行い、実施設計（詳細 

設計）図書として、まとめること。 

 

1 実施設計 (詳細設計) 業務で確認する事項 

実施設計 (詳細設計) 業務において、次の事項を確認しなければならない。 

(1) 受託者は、実施設計 (詳細設計) 業務を進めるに当たり、設計対象施設に関する実施

設計 (基本設計) の内容について確認を行わなければならない。 

(2) 土木建築構造物の構造計算に先立ち、構造分類に基づいた設計条件、荷重条件、設備

機器の重量表、主要形状寸法一覧表、主要設備機器の搬入経路及び各部寸法等の確認を

行わなければならない。 

(3) 仮設構造物の部材応力算定に先立ち、土圧算定式、設計諸元、切梁段数、山留方法、

排水方法、仮設道路計画等の確認又は計画を行わなければならない。 

2 実施設計 (詳細設計) 業務で行う計算書等の作成に関する作業 



受託者は、本町が提出した資料又は受託者の調査した項目について、整理し、確認又は

計画を行った後、次の作業を行うこと。なお、確認された実施設計（基本設計）図書のう

ちで、実施設計 (詳細設計)で使用できるものは、再使用を妨げない。 

(1) 土木関係 

ア 構造計算書 

イ 基礎計算書 

ウ 仮設計算書 

エ 水理計算書 

オ 容量計算書 

(2) 建築関係 

ア 構造計算書 

イ 基礎計算書 

ウ 仮設計算書 

エ 設備設計計算書 

(3) 機械関係 

ア 設備容量計算書 

能力、台数、出力等 

イ 機器リスト表 

ウ 特殊設備の安全性・安定性に対する検討書 

エ 主要機種重量表及び建築荷重設定表 

(4) 電気関係 

ア 設備容量計算書 

能力、台数、出力等 

イ 運転操作概要書 

ウ 主要機器重量表及び建築荷重設定表 

 

3 詳細設計図の作成に関する作業 

受託者は、次に示す詳細設計図を作成すること。 

(1) 土木関係 

ア 一般平面図 

イ 水位関係図 

ウ 構造図 

（ア） 平面図 

（イ） 縦横断面図 

（ウ） 杭配置図 

エ 詳細図 



設備（機械、電気）との取合図及び箱抜き図 

オ 配筋図（鉄筋加工図は数量計算書に記入） 

カ 場内管渠配管図（平面図、縦横断面図） 

キ 場内排水管、人孔、ます構造図 

ク 場内道路、門、さく、塀、場内整備図等 

(2) 建築関係 

ア 建築意匠図 

案内図、配置図、求積図、仕上表、平面図、立面図、断面図、矩計図、 

詳細図、展開図、天井伏図、建具表、箱抜き図 

イ 建築構造図 

伏図、軸組図、断面リスト、ラーメン図、配筋詳細図 

ウ 建築機械設備図 

系統図、平面図、断面図及び必要部分は詳細図 

エ 建築電気設備図 

電灯、非常用照明、設備動力、電気時計、火災報知、電話、拡声、テレビ共聴等 

（ア） 系統図 

（イ） 各階配線平面図 

オ 主要建物 

（沈砂池・ポンプ室、ポンプ室、管理棟、自家発電機室、汚泥処理棟、送風機室 

の）透視図 

(3) 機械関係 

ア フローシート（全体及び施設又は設備ごと） 

イ 全体配置平面図 

ウ 配置平面図（施設ごと） 

エ 配置断面図（施設ごと） 

オ 配管全体図 

カ 水位関係図、位置図（土木に準ずる） 

(4) 電気関係 

ア 構内一般平面図 

イ 単線結線図 

ウ 主要機器外形（参考寸法）図 

エ 機能概略説明図（計装フローシート又は計装フロー概念図、全体システム構成図） 

オ 主要配線、配管系統説明図 

カ 配線、配管布設図（ラック、ダクト、ピット） 

キ 接地系統図 

ク 主要機器配置図（カとの共用含む） 



 

4 工事設計書の作成に関する作業 

受託者は、本町の示す様式、資料により次のものを作成すること。 

(1) 数量計算書（材料） 

(2) 工期算定計算書 

(3) 見積依頼書 

(4) 工事設計書（金額抜き設計書） 

(5) 工事特記仕様書 

 

第４章 照 査 

第12条 照査の目的 

受託者は業務を施行するにあたり技術資料等の諸情報を活用し、十分な比較検討を行う

ことにより、業務の高い質を確保することに努めるとともに、更に照査を実施し、設計図

書に誤りがないよう努めること。 

 

第13条 照査の体制 

受託者は遺漏なき審査を実施するため、照査技術者を配置すること。 

 

第14条 照査の事項 

受託者は設計全般にわたり正常時・異常時における処理機能の確保、施設の耐久性及び

環境条件に対する適応性、柔軟性を基本として以下に示す事項について照査を実施しなけ

ればならない。 

1 実施設計（詳細設計） 

ア 設計計画（構造計画、仮設計画等をいう。）の妥当性について 

イ 計算書（構造計算書、容量計算書、数量計算書等をいう。）の適切性について 

ウ 計算書と設計図の整合性について 

 

第 15条 その他 

令和８年１２月上旬までに概算工事費を提出すること。 



【共通】 

  業務名 ： 公共下水道新井地内ほかマンホールポンプ場実施設計業務 

特 記 仕 様 書 

 第１（目的・主旨） 

 本業務は、河崎地内の事業所排水を公共下水道へ接続するために計画するマンホールポンプ場の新設工事に

必要な資料等を作成するものとする。また、流量増加に伴い、下流側に位置する既設マンホールポンプ場の機械電

気設備を取替えるための必要な資料等を作成するものとする。 

 

 第２（適用範囲） 

本業務の履行に当たっては、特に定めのない限り、調達公告日時点で最新の「測量業務共通仕様書」、「設計業

務共通仕様書」 (https://www.pref.tottori.lg.jp/45149.htm)、「本業務仕様書」によるほか、この特記仕様書によるこ

と。 
 

編 章 節 条 見 出 し 項 特記及び追加仕様事項 

追加    業務内容  マンホールポンプ場実施設計（新設）  

マンホールポンプ場実施設計（改築） 

N=1機場 

N≂3機場 

 

追加    資料の貸与及び返

却 

  本業務において必要となる資料については、初回打合せ時

において、双方確認し貸与することとする。 

追加    関係官公庁への手

続き等 

 関係官公庁等への手続き状況は以下のとおりである。 

なお、これら以外の機関と協議が必要となることが想定され

る場合には、調査職員に速やかに報告すること。 

・国立公園管理者と、構造等について未協議である。 

・河川管理者と占用等について未協議である。 

・水路付替について、管理者と未協議である。 

・砂防指定地内の占用等について未協議である。 

・保安林解除について未協議である。 

・接続する国道管理者と、形状変更について未協議である。 

・埋蔵文化財について、町教育委員会と未協議である。 

追加 １   地元関係者との交

渉等 

 ・業務期間内に事業説明会を行うこととしており、その結果を設

計に反映させる必要があるため、調査職員に協議すること。 

・個人情報の取扱については、個人の権利利益を侵害するこ

とのないよう留意するとともに、情報を収集する際には、目的の

範囲内で行うこと。 

追加    成果物の提出  成果物は、下記のとおりとする。 

・設計報告書 １部 

・図面（Ａ３縮小版） １部 

   ・電子媒体（CD-ROM又はDVD-R） １部  

追加    疑義等   本業務を遂行するうえで疑義を生じた場合は、調査職員と

協議し、速やかに処理すること。 

追加    労働環境の改善に

向けた取組 

 本業務の実施にあたっては、受発注者双方の労働環境の

改善を図るため、「労働環境の改善に向けた取組について（平

成 29年 1月 31日付第 201600158128号県土整備部長通

知）」に基づき、受発注者双方でワンデーレスポンス、ウェンズデ

 



【共通】 

編 章 節 条 見 出 し 項 特記及び追加仕様事項 

ー・ホーム等の労働環境の改善に向けた取組を実施すること。 

受注者は初回協議時、ウィークリースタンスの取組み内容を

協議することとし、業務完了時、技術企画課メールアドレス(gij

utsukikaku@pref.tottori.lg.jp)に「ウィークリースタンス実施報告シ

ート」(https://www.pref.tottori.lg.jp/274312.htm)を提出するこ

と。 

追加    設計変更等取扱

要領 

 設計変更等については、https://www.pref.tottori.lg.jp/3032

05.htm に掲載された最新の「測量等業務設計変更等取扱要

領」によること。 

追加    担当技術者の実

施状況報告書 

 「鳥取県県土整備部測量等業務総合評価競争入札実施

要領」（https://www.pref.tottori.lg.jp/94275.htm）第 7 条(2)ウ

に係る担当技術者（以下「主たる担当技術者」という。）を配置

する場合の取り扱いは以下のとおりとする。 

・担当技術者のうち、主たる担当技術者は 3人までとする。 

・業務計画書において、担当技術者のうち、誰が主たる担

当技術者であるか明確にすること。 

・原則、主たる担当技術者は、担当する業務の打合せに出

席すること。 

・受注者は設計業務等が完了したときは、「担当技術者の

実施状況報告書」を提出すること。 

追加    真夏日以上の日に

現場作業を見送っ

た場合の履行期間

の延長 

 真夏日以上の日(※)に、現地踏査、測量、ボーリング、調査

等の現場作業の実施を見送った場合、見送った期間に相当す

る日数分、履行期間を延長することができる。 

現場作業を見送った場合は、当該月の履行報告書に見送

った期間に相当する日数の累計を明記すること。 

履行期間の延長を希望する場合は、当該現場作業が完了

した日以降に、履行期間の延長について調査職員と協議する

こと。 

なお、見送った期間に相当する日数には、現場作業日数だ

けでなく、再準備等に要した日数も含まれる。 

積上げる日数は日単位とし、半日、時間単位の作業予定

であったとしても１日として加算する。 

 
※真夏日以上の日とは、予報値で湿球黒球温度（WBGT）28℃

以上又は日最高気温が 31℃以上の日をいう。 

なお、夜間作業の場合は作業時間帯の予報値が湿球黒球温

度（WBGT）28℃以上又は日最高気温が 31℃以上の日をい

う。 

追加    熱中症対策に係る

現場施設、設備に

要する費用 

 熱中症対策に係る、主に現場の施設や設備に要する費用

については、対策の妥当性を確認の上、積み上げ計上すること

ができる。希望する場合は、施設・設備の種類、規模、設置

期間及び概算費用について、事前に調査職員と協議するこ

と。 

追加    賃金又は物価の変

動に基づく業務委

託料の変更の取扱

い 

 本業務は「測量等業務における賃金又は物価の変動に基

づく業務委託料の変更の取扱い」（令和 8年 3月 5日付第 2

02500244570号県土整備部長通知）の対象である。 

請求等の取扱いについては、https://www.pref.tottori.lg.jp/

326731.htmに掲載された本業務調達公告日時点で最新の取

扱いによること。 

追加    その他   

 



【設計業務】 
 

編 章 節 条 見 出 し 項 特記及び追加仕様事項 

１ １  １１０６ 管理技術者 ３ 資格要件は調達公告による。 

１ １  １１０７ 照査技術者及び

照査の実施 

１  本業務は、照査技術者を定め照査を実施する。なお、照査に

当たっては、「詳細設計照査要領」及び、調査職員の指示によ

ること。 

３ 資格要件は調達公告による。 

１ １  １１１０ 打合せ等 ２ 

４ 

 本業務における打合せ協議は、下記の主要な区切において

行うこととし、３回を予定している。 

   ・当初・中間・成果納品時 

 なお、業務着手時及び業務完了時には管理技術者は立ち会

うこと。 

１ 

 

２ 

 

 １２０９ 

 

設計業務の条件 

 

１ 【設計条件】  

 設計条件は、下記のとおりとし、その他の内容については初回

打合せ時に確認することとする。 

 ・埋設物、支障物件、周辺施設の近接状況、施工条件（既

設ポンプ場の稼働に支障がないこと）を設計に反映すること。 

 

９ 【建設副産物・リサイクル】  

鳥取県建設リサイクル指針、県土整備部リサイクル製品使用

基準等に基づき、リサイクル製品、鳥取県認定グリーン商品等の

積極的活用を図ること。 

なお、リサイクル計画書の作成に当たり、他工事への搬出可

能量等については調査職員に協議すること。 

１１ 【コスト縮減】 

設計に当たっては、完成後の維持管理を含めたライフサイクル

コストを考慮し、総合的な評価により工法等を検討すること。 

１ ２  １２１１ 設計業務の成果 １

（４） 

設計図面、数量計算書は、暫定、完成計画ごとに取りまとめ

ること。 

現場進入路が狭く、資材搬入に当たり小型車（２トン積、４ト

ン積）への積替え等が見込まれる場合は、数量計算書の中に

「材料集計表（砕石・購入土等）」を追加作成すること。 

材料集計表を作成する対象資材は、土木工事実施単価表

に掲載する「02．一般資材単価」のうち「（07-1）骨（石）材」及び

「（07-2）再生砕石」に該当するものである。 

追加    関係機関協議

（資料作成） 

 ・関係機関：河川管理者、道路管理者等 

追加    施工計画   詳細設計時に必要となる施工計画については、調査職員と協

議を行うこと。 

追加    仮設設計   詳細設計時に必要となる仮設構造物詳細設計については、

調査職員と協議を行うこと。 

追加    その他 

 

 維持管理の観点から、形状、構造、使用材料、施工方法等

について、十分配慮した設計とすること。 

 

       

 

 
 


